
97 

経営診断への環境事前評価の新しい展開について(1 ) 

工藤市兵衛@鈴木達夫

A N ew Development of Invi:romental Assessment 

of Business Diagnosis 

lchibei KUDOヲ Tatsuo8UZUKI 

従来の経営診断制度が環境問題lこアプローチするにはきわめて不備なものである。その;喜味におい

て，経営診断!C環境問題の重要性の認識が必要であると同時に経営診断と環境・公害に対する診断lこ

は根本的な違いがあることを指摘した。そして，経営診断l乙対して環境アセスメン卜のアプロ チに

より展開する事前評価の診断の必要性について指摘した。

1.緒論

先進国とくに先進重化学国に見られるように，科学技

術が急速に発展しヲかっ高度化，大型化，集積化し，今

日の経済社会活動の発展と生活水準の向上に多大の貢献

をしてきた。しかし，その反面，科学技術の適用にあた

り，自然および社会環境に対する好ましくない影響，す

なわち，負の影響を与えたのであるが，これに対する対

応策が必ずしも十分でないために環境，安全，衛生問題

等が生じ，科学技術そのものと社会との調和の問題が再

検討を迫られている。

このことは先進国ばかりでなく，将来発展途上国にお

いても多かれ少なかれ顕在化することは明らかである。

とくにわが国は，狭自主な国土lこ1億 2千万人余の人口

を抱え，資源の大部分を海外に依存するという劣悪な条

件の下で，戦後急激な重化学工業化を進め，驚異的な経

済的発援を遂げたが，それに伴う悪影響が最も大きく現

われた。

このような情況の下に科学技術の適用に対する国民の

考え方も変化し，その結果，新技術の開発，革新および

工業化への適用に関しでも格段の慎重さが要請されるよ

うになった。近代国家の発展は，とくに工業資源のない

わが国においては科学技術の進展に負うところが大であ

る。

わが国が先進工業国の 1つとして今後もその位置を保

持して行くためには，エネルギー，食糧，資源，公害，

都市問題等多くの問題の解決にも科学技術の発展とその

適用が重要な意義を有する。

それだけに環境の問題は多量の物質資源とエネルギー

を駆使した結果として生じた問題であるだけに自然環境

が有限として認識され，人間と一般生物との生存上の質

的な差lこもとつく環境の区分が必要となってくるという

ecologicalな考え方に従って，環境破壊と環境保全の両

面のあり方を考える必要性がこ乙 l乙論じられているので

ある。

すなわち，新しい環境に適応するために企業に対し，

環境基準及び排出基準を守る上での科学技術をわが国固

有の社会的条件との関連において見直し，科学技術を適

応する際も社会にもたらす善悪両面の影響を事前l乙予測

し，評価を行う事前影響評価 (InviromentalImpact 

Assessment)の重要性が要請されるのである。

そのためには，まず，安定成長時代という新時代を迎え

での企業の経営診断を的確に行うためには環境問題(大

気，水，騒汗，振動，臭気)の事前評価の診断をより以

上，的確に行うことが重要と考える。

しかも，従来の経営診断の方法展開からヲ Socio

ecologicalな新しい考え方を経営診断に展開しなければ

ならない。

この展開を進めることが経営診断に対しての事前評価

の診断の展開になり得ると考え，以下，論を進めるもの

である。

2. 企業の現況と環境問題の背景

a. 価値観の転換と環境

戦後わが国における最も特筆すべきことは，国民全体

が経済主義を基本理念とし，その理念を価値観とする企

業行動で高度成長を達成し，非常なスピ ドで先進国に

仲間入りした乙と，その反対の現象として産業公害の発

生，環境の破壊がある。
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すなわち，その要因の背景として，

①生産高(特に工業生産高)やエネルギー消費，自動車

の保有台数のような経済指標の急激な増加であり，

⑨社会資本への公共投資が伝統的P::.小きかったのに加え

て

ct生産活動および消費活動が地域的にきわめて集中して

し、る乙とカf

④産出量の増加率の上昇i乙結びつき，乙れに伴う排出量

の増加率の上昇となって，経済成長が環境破壊とほと

んど比例的に進行した。

上記の要因が物質的欲望による経済優先主義の価値意識

に結びついたと言える。

特に昭和48年11月の石油危機が起る以前は高度成長期

のピークであり，企業の現状は経済優先主義による価値

観が定着し，他の全てに先じて経済的発展を優位に置く

考え方が価値判断の基準であった。

そして，企業が経済主義と営利主義を最高の価値基準

として行動し，企業の活躍によって，今日の経済成長を

かち得たものであり，正に経済主義に徹した企業の努力

の成果であった。表 1の日本及びOECD主要加盟国の

成長率を見ても世界に類を見ない高度成長を続けてきた

と言える。

表 l 日本及びOECD主要加盟国の成長率

(1960~1970年，年率%)

国 名 G N P 工業生産高
エネルギー 使用中の

消費量 自動車台数

日 本 10.8 14.8 11.6 25.3 

アメリカ 4.2 4.8 4.5 3.7 

イギリス 2.7 2.8 2.3 6.6 

フランス 5.6 5.9 5.3 8.2 

イタリア 5.5 7.0 8.9 24.1 

スウェーテeン 4.6 6.1 5.0 6.4 

オランダ 5.3 7.3 8.4 15.7 

OECD 5.0 5.9 3.0 6.2 

(備考)OECDの資料による。

しかし，反面，企業が敗戦そして復興して行く発展過

程において，主に欧米からの科学技術を導入し，アメリ

カ式管理技術の導入がうまく相乗され，やがて重化学工

業の発展，その中で進行した技術革新，そして，より豊

かな消費生活の高度化の過程での代償は四大公害裁判で

見られる人間の健康・生命に直接被害を及ぼした産業公

害であった。

その意味において，公害が大きな社会問題となり，国

民の価値観が変化し，企業と社会の調和をめぎす価値観

へと変化してきたととは「憲法第25条」の「生存権と国

の社会的使命」の精神の再認識となり，環境に対する価

値観の変化は政治的な圧力の変化となって現われ，乙れ

fc:.よって政府の政策に反映された。

'1960J年代末と '1970J年代の初めに数多くの重要な規定

が国会，行政当局，裁判所によって行なわれており，わ

が国では環境政策の法律的な基礎は'1967J年と '1971J年

に作られたといってよい。

次に

昭和48年11月の石油危機以後における価値観の転換と

環境については，経済成長が一時マイナス成長となり，

石油危機以後，今日までの 5年間，企業の現状は一部を

除き構造的不況に悩まされている。

特K資源不足，構造不況，インフレの増長が社会的価

値観を一層複雑化させる結果となり，公害l乙対する社会

の意識の変化も公害の対策も乙れに応じて変化してきて

し、る。

図 lは民間企業公害防止設備投資の動向であるが「調

査対象企業の公害防止投資額は40年代の後半に急速に増

加し， 45年度の1637億円から50年度l乙は5.7倍の9.286億

円へ，全投資l乙占める割合も 5.3%一17.1%にまで上昇

している。しかし， 50年度をピークとして，民間企業の
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図 l 民間企業公害防止設備投資の動向

(備考)1. 通商産業省「民間における産業公害防止設

備投資の動向J (52年11月調査実施による。

2. 公害防止投資については40~46年度までは
資本金5千万円以上， 47年度以降は鉱業を除

き1億円以上の企業を対象としている。

3. 支払ベースの数値である。
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公害防止投資は51年度以降急激な減少を示しており， 51 

年度には前年比 8%減52年度l乙は33%減の見込みであり

不確定要素は多いが53年度計画においても 20%減少の見

込みであるむとなっている O

以上の民間企業公害防止設備投資の動向を見ても公害

批判を予防する技術の開発と適用を重視する結果である

と同時に公害規制強化から，開発行為l乙対する公害発生

や自然破壊の未然防止に重点が置かれ始められている。

特に環境の問題は多量の物質資源とエネルギ を駆使

した結果，生じた問題であり，石油危機以後，物質集的

型産業から物質資源節約型産業へと構造的変化をもたら

しているのも上記の理由にほかならない。

しかも，開発行為も経済的プラスの効用ばかりでな"

環境への7 イすスの副作用を無視できなくなってきた以

上，高度成長時代の物質的欲望から低成長時代の心の豊

かさへの価値観の転換が環境の問題に対しでも意識変化

しており，経済的社会的激変が企業の社会的責任の明確

化となって具体的に関われるようになってきたといえよ

つ。

b 企業の社会的責任の明確化と環境

公害批判を予防する技術の開発と環境基準の適用が重

視される背景には，企業の甘えが許される根拠がどこに

もない上l乙公害防止に対する社会的要求が強い乙と，公

害の防止の責務を滋行することが社会的責任を果す第 1

歩であるという自覚がlよく産業界に浸透したからである。

今後，企業が問われているのは企業の社会的責任とし

ての経営者のモラルのほかに私企業と資本主義経済体制

の責任が問われ始められている。

経済と企業の国際化が新たな社会的責任を企業l乙要請

しているからである。しかし，企業の社会的責任はいろ

いろのところで問題が取り上げられており，本論では環

境問題としての社会的責任について取り上げて見ること

にする。

まず，言えることは環境破壊を未然に防止するために

開発行為の影響を事前に調査し，関係住民l乙チェックを

受けるという制度が定着すれば，企業の意志決定は大き

な変化を迫られると思われる。

特l乙民法の709条(不法行為の要件)の中lζ 「故意又

は過失に因りて他人の権利を侵害したる者はこれにより

て生きたる損害を賠償する責在があるむと記してあるよ

うに，公害の場合l乙は過失は何もないのであるが無過失

責任贈償が公害の問題についてはあり，公害を出してい

るか，いなし、かは法律上の問題であり，一方にダメージ

を受けた人聞がいる。一方には利益を受けた企業がある

ということは過失云々ぬきで損害賠償しなければならな

1、
• 0 

要するに無過失損害の概念が出てきたと言える。環境

の問題との関連において社会的責任の中で取り上げなけ

ればならない重要な問題点でめる。

以上p 人間社会の中での価値観が環境問題の関連でど

とように転換してきたか，そして，環境の中で企業の社

会的責任の明確化がどのような立場にあるかを述べてき

た。次lこ

価値観の変化に伴l"社会的領域の範囲が複雑多岐に

わたり 9 装置型工業の立地は環境汚梁問題の排出でます

ます立地因子の検討をせまられている関係から，環境問

題の直接的要因となる工場立地の問題点について以下，

述べる。

3固 工場の立地

a. 工場の立地とその問題点

人口が集中する都市におL、ては，公害が最も深刻(こ現

われており，特lこ工場生産は一定の地域に集積する傾向

を強く持っている。

本来，企業活動は営利を目的として営まれるが，特l乙

資本主義経済下においては必要な資金を調達し，人的，

物的要素，技術とが複雑かつ有機的lこ結合され，そして

ある地域に立地集積することによって，個々の工場が集

積利益を享受する理由は，他の地域lこ孤立して立地する

よりも生産を有利に行うことができるからである。

したがって，工場の新設に当たっては工場立地の問題

が重要な事項となる。

特に産業は自然条件lこ依存し，ことに土地を離れては

考えられない。

産業の生産面l乙関するものも，流通の面に関するもの

も，それぞれの位置において立地の問題が行なわれる。

乙れが立地の問題である。

一国の産業は土地を中心にいろいろな原因関係l乙左右

される。そして，その問題が日本の産業の解析すべき課

題の 1っとして多く論ぜられるようになってきた。

すなわち，工場用地の取得，工業用水，港湾施設等の

問題はもちろん，環境問題(大気，水，騒音，振動，臭

気)が大きベクローズアップしてきたのである。そこで

以下，環境悪化lこ対する規制因子として，自然，経済的

人為的の 3つの立地因子から検討して見る。

b. 立地図子の検討

ある企業や産業が特定の場所l乙立地するのは一般にそ

の場所がその企業や産業に対して，生産費，収益，製品

の品質などにおいて，他の場所よりも有利な条件を提供

するからであるといってよい。

このような要閣を立地因子と呼んでおり，この要因の

企業l乙対するi影響は次のように言う乙とができる。
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a 自然的立地因子

工場は他の第 l次産業などに比べると，自然の条件に

よって立地仁の利得を受ける程度は比較的少ないといっ

てよい。

この傾向は， トランジスター工場のように無窓式で，

エア・コンデイションを完備させるという建築様式の出

現によって，ますます強められている。

特lこ工業の場合，自然的立地因子の中で重要性をもつ

ものは，第 1(こ温湿度であり，第 2(ζ用水供給の問題

(工業用水の量と質，用水供給条件)である。

b 経済的立地因子

自然的因子の他に経済的な立地諸国子，すなわち，市

場を構成する諸因子(人口の量および質)および運搬に

関する因子がある。

C. 人為的立地悶子

次l乙工場の誘致，地域産業構造の高度化を目ざす地区

では各種の法規や規制の問題がある。そのような制度的

人為的な因子は企業，産業の誘致を目的とするものがあ

るが，また，これを規制するものもある。

以上，環境悪化に対する規制因子としての諸種のもの

が公害規制としてとらえる乙とができる。

又9 工場の立地因子の要因によっては，企業の生産過

程の中での影響で環境汚梁を悪化させるだけでなく 9 市

場における商品の消費の段階まで公害原因を内包させて

いる ζ とがわかる。したがって，立地因子が工業化を行

う上で大きく環境問題の影響の範閥を拡大する要因であ

ると捉えておく必要がある。

この場合，各種の立地因子の予測が複雑多岐にわたり

企業の経済的社会の発展の中核的機能を果す乙とが困難

になりつつあり，環境政策の果す役割が必要となる。

4. 環境政策

公害に対する社会の価値観の転換が環境問題に対しで

も意識変化しており，それに伴い，物質の人工的な変換

度合を循環システム(表 2， 3) の許容限度内l乙押える

ことが環境保全上必要という考え方が拡大してきている。

したがって，環境問題の対策も環境基準，排出主主準に

おいても住民の生活環境保全に主主点が置かれ，目標、を達

成するため各種施策が強化されてきている。

a. 環境基準

わが国の環境基準の特色は，次のように指摘すること

ができる。

①環境基準は通常全国レベルで設定される。多くの場

合法律は数字でなく概念を取扱っている。地方自治体

が環境基準を変更する乙とはできないが全国どこでも

同一であるという乙とではない。場所によって違える

表2 人間ー自然の代謝過程

表 3 生産物と廃棄物

(出所)Kneese， A. V.，“Directions of Res巴arch

and International Cooperation in the 

Future" (1970年 3月)
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表 4 日本および主要国における大気質の目標(1975年)

国 名 S02(ppm) N02(ppm) 

日 本 0.04 0.02 

カ ナ ダ 0.06 0.10 

ア メ リ カ 0.14 0.13 

西ドイ ツ 0.06 0.15 

フ ラ ンス 0.38 

乙とができる。

②環境基準はわが国では一般的に厳しい。

表 4は1日平均地上濃度を示している。

③ わが国では環境基準は非常に重要なものとして扱わ

れている。乙の基準は望ましい行政目標であり，拘束

力はもってないが，重要な役割を果たしている。

b.排出基準

わが国においては政策手段，つまり汚染者に対する拘

束は排出基準から成り立っている。排出基準には次のよ

うな主要問題点がある。すなわち

①基準を設定する主体は誰か

②基準はどのようなものか

③環境基準との関係

④ それはどのように施行され適用されるか等である。

政府は自動車排出ガ‘ス基準のようなもののほか，大気，

水，騒音l乙関する数多くの排出基準を設定した。乙れら

の基準は地方自治体が定める基準によって補強されるこ

とが多い。また，排出基準のほとんどは汚染物質の量で

はなく，濃度によって規定されている。

次IL本件において取上げる SOxの排出施設に対する排

出基準は次のようである。

q=f (K. H. Q. V. T) 

ただし q=時間当りのSOx排出量

k=係数， H =煙突の実高， Q =排ガス量

V=排ガスの排出速度， T=排ガスの絶対温度

基準は汚染物質の量で規制されるが，乙れは排ガス量

の関係であるから，希釈によって汚染物質の排出量を増

やす乙とができることを意味する。

なお，式の中で重要な役割を果たす係数Kの値は汚染

施設の所在する地域によって異なる。 100以上の地域が

'16JのK値グループ1(.分けられて指定されている。また

煙突 1本当りの排出量は拡散モデルを用いて計算され，

地域性を反映している。つまり，地域の工業化が進んで

いるほど基準は厳しくなっている。

c.環境アセスメント

わが国は二つの方法で汚染活動の立地規制を試みた。

①地域計画の策定，つまり，汚染活動を環境にとって

最も少ない場所IL立地させようと試みた乙と，すなわ

ち，積極的方法である

②環境アセスメント手法によって、環境にとって一番

有害な場所1(.汚染活動を立地させないようにしようと

している乙と。すなわち，消極的方法である。

消極的な規則，すなわち，環境影響評価手続きは次第

に導入されつワある。

評価対象となる項目は環境の質に及ぼす影響である。

すなわち，事例ごとにこの「必要とされる水準」を見出

すことから始まり，この水準に照らして当該事業の影響評

価が行なわれることが必要である。

以上のように，環境政策は「公害対策基本法」に基づく

施策の実現のために環境基準・排出基準の規定強化され

てきているととからして、あらゆる科学の総力を結集し

て，それぞれの専門分野から環境問題解決にアプローチ

されるととが重要であり，社会における調和のある科学

技術の発展とその適用が重要な意義を有する以上，開発

計闘と行為が環境IL及ぼす諸影響を調査・分析・予測・

評価する環境アセスメント手法の制度化の導入は時代の

流れとして捉えなければならない。

それだけに，社会の価値観の変化とともに環境政策も

乙れに応じて変化してきている以上，従来の経営自体の

活動の内面において，対処，改善を目的とした部分経営

診断の方法では対処できなくなっており，環境問題を経

営診断として，どのように取り上げて行くかの問題が残

るわけである。

5. 経営診断における環境問題の重要性

わが国の如き，小資源国が生存し，繁栄して行くため

には，巨大な量の物質的資源及びエネルギーの消費によ

り，生じる正の利益と，乙れに生じる負の利益，すなわ

ち，環境悪化をいかに調和させるかにある。

そのためには，従来の経営診断，たとえば，経営体の

診断，企業組織の診断，経営戦路の診断を的確に行うと

同時に企業を取り巻く環境問題の診断をより的確に行う

必要性がある。

環境問題については，工学の視点に立って，環境問題を

考え，環境工学に系統でけるのも 1つのf鰭リであり，各

分野の総合的，学際的なアプローチすることも重要な役

割である。

すでに図 21乙示すように「環境工学は 5つの柱，その

背景をなす環境理念および乙れらを総合化したものに対

する工学的なかかわりとして環境工学の構造を捉えられ

なければならなしそんlという環境工学の考え方は示されて

L、る。

経営診断についても環境工学的アプローチの方法が必

要であると考える。
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現([山城教授の I経営学と経営診断学」の中で「環境

問題などの研究の新動向からecolo巨icalな新しい考え万

が重視されており 9 この新しいものをMana再ementや診断

に導入しなければならなくなっている司という指摘もあ

り司 X，三上教援のsocio-ecological consulting の必

要性を主張されており，しかもその中で「今日，公害問

題は重大な関心のマトであり 9 今後，その重大牲は一層

増大する。この場合，当然に公害を診断する公害診断が

社会の要請として強まってくる。そのための研究が開発

されなければならなしf 」と指摘されている。

だが，従来の経営診断制度は環境問題にアプローチす

るにはきわめて不備なものである。

従来の経営診断は，企業の企業力を一応抽象的な財務

会計的数値について，数量的，非数量的に把握すること

からはじめた。

そして，当該経営の特殊性lこ即しつつ 3 経営の内的，

外的な諸影響の変化について変りゆく企業力，企業目的

達成力を総合的に判断する1
その総合的判断の方法として，財務会計的数値を金額

的表示把握，物雲量的把撲を起点とし，終点とする分析方

法が取られた。

ゆえに収益性，安定性，成長性，生産性等の生産的，

能率的財務均衡関係数について，その変化の原因探究を

相互関連的lこ行い，しかも，物量的l乙見ることが必要で

あり P その企業力への諸影響要因lこ関する経常の処理と

対応の適否を総合的に判断した。

以上のように経営診断においては批判的にも建設的に

もあらゆる企業影響を財務経済的に結びつけて考察する

従来の経首診断からは環境問題を経営自体の内在的な論

理として，究明することはきわめて困難であると言わね

ばならなL、。

なぜなら，すでに前述したとおり，環境問題が価値観

の変化に伴い，社会的領域の範囲は複雑多岐にわたり，

また定性的な要悶が主体であるためである。

しかし，現代の経営診断の課題は環境問題を認識する

ζ とが重要であると同時に，従来の経営診断と牒境の事

前評価lこ対する診断とは根本的な違し、があることを認識

しなければならない。

それは「公害対策基木法1)では第 2条lこて，大気の汚

染フ水質の汚濁，二+:.壊の汚染，騒音，振動， t也燥の沈下

及び悪臭の 7つを公害と定義しているが根本的な違いは

ある面において，強行法規的な操業停JJ:，あるいは改善

命令というような面まで行使できるという点を重視する

必要がある。また，避けて通るということができなくな

っている。経常診断と違って司以上のような強行法規制

と技術的な問題がある点である。そして 9 企業が新しい

;環境に適応するために，企業lこ対して，環境基準とか排

出基準が公害の関係である。環境基準と排出基準につい

てにすでに前述したとおりで技術的にも未解決な而が非

常に多しこれからもますます問題になってくると思わ

れるが，地域によって基準が還っている点もある。

従来の経営診断の概念ではかならずしもうまく行かな

い面があることを認識しなければならない。その意味に

おいて，経営診断においては環境問題についての重要性

を認識すると同時に経営診断への事前評価の診断の必要

性が ζ こにある。

6， 経営診断に対して環境事前評価の診断の必要性

経営診断は財務比率のほかに経営技術的，国有技術的

あるいは人間関係的にすべての具体的な経営問題，経営

事象を診断I[取りあげることが必要となり，経営上の諮

問題を分析解明把握して，これを最高管理の立場から総

合的に過去・現在および将来の問題も含めて検討判断解

決するようになっている。

今日では，さらに将来の予測につながる経営診断の重

要性が認識され，経常における技術 3 人間性の要因を分
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析解明するために社会科学的方法論や情報科学，管理工

学ラシステム工学などの考え方を導入し，これらを融合

した未来融合学としての経営診断へと確jJされつつある G

しかしフ現行の経営診断は経営環境を経常F届-動自体の

内夜の問題ととらえているに過ぎない。

本論は様境問題lこ対して 3 経営診断の中lこ如何に取り

入れるかの事前評価の診断であり p 企業から排出される

環境汚染嗣題に対してr:学的アプローチが行なわれヲ環

境アセスメントへより展開される診断である。したがって

現段階では 牒境問題などの研究の新到向，tことえば，

環境アセスメント手法の科学(1']予測手法技術を経'8，診断

の科学的要請として辱入しなければならない段階である

わけで経営t診断が企業と埠境の椙互の連携を保った動態

的な経常診断となり得るには環境問題lζ対してヲ環境ア

セスメントへの現実的なアプローチが必要である。そし

て3 次の段階として，環埼;問題の領主主への経営診断的な

アプローチへと進むことが重要である。それは，総合的，

学際的アプローチを加味した事前言平価診断であらねばな

らない。

7凶 事前評価と診断

表 5は従来の経蛍診断項目と環境影響許liJii手法の診断

項目比較である。

この1えからもわかるとおり，従来の経'&;1診断(この場

合は公共診断の例)は部分診断を形成する工業p 商業3

t主地，団地，系列ョ転換の託会断等といったものが中なる

点的一一安訟に過ぎず，各部門診断が独立して個別に((在

している静!望的経営診断である。

名部分診断が各個ノ¥ラパラのものでなく 3 相互に連携

を保ったタイナミソクな経常診断となり得るには，さら

に経営診断を情成する色要素を噌し，それらを総合的ヲ

学際|切に見ることが大切であり，大きな範聞で診断運営

する必要がある。そして，J足境アセスメ/卜手法を経営

診断の巾の事前言、ド何診断へと発展させるべきでありョま

た，しなければ伝らない。特に工業団地診断安領の巾lζ

は事前評価診断岐市を導入すべきでありヲ [~業団地開発

の有効なる科学的予測手法の確で/の必要性から，汚染物

質の技術予itJj，技術開発から事前許問診断を行い， [業

同地内の経済的仕事のシステム/土ぴ十分環境が保全しう

るようなプロセスを探索 9 改変できると I1iえるしにいで

ある。

B司 今後の課題

経営診断における環境の事前評価の診断の必要性につ

いて述べてきた。

しかしョ今回は環境問題を取りとげなければならない

背景とそれに対しての事前評価の診断の必要性について

展開したに過ぎない。

今後の課題として

O~当官診断の課窓としてタ E草場の事前評価の診断を具体

的lこ体系化する ζ と。

。現干午の環境の法律と環境アセスメントの技術手法が

Costとの関係の中でとう経常診断の中で関係づけるかで

ある。
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の 較比同
国項法手評価響影境環と日項断き今

日夕営経の来従5 表

公共診断の場合の例

評価項

寸
間
口

状況

・底質の現況

。土壌の現況

4.騒音等の現況

。騒音，振動

a悪臭

9 地盤沈下

5.自然的環境の現況

。地域

。植物

司動物

-自然的環境対象の価値

評価

6.住民の保健生活状況

切保健状況

.保健水準

。食品状況

7環境関連社会資本の整備

状況

響影境環

。訓練

。意思進路

。安全，衛生

。福利厚生

a福利厚生監督者

@協同活動人の活用と職

場士気

。事務

e 事務組織

・事務分担

・事務の標準化

。事務の処理方法

目項断蛍口

[ーの場合

10経営基本

| 。経営者

a 基本方針

。経営全体計画

・経営組織

。内部統制

。生産

。生産計画

・工程管理

.作業管理

。品質管理

@資材購買管理

。設備工具管理

。設計技術管理

・熱9 動力管理

。外注管理

o販売

e販売計画

ー市場調査

・製品計画と価格政策

。広告と販売促進

。販売品管理

。販売経路

@販売組織

。販売割当と得意先関係

。財務

。会計組織

。帳薄組織

@事務処理

・財務構造

.資本運用

・利益及び費用収益管理

会計資料の利用

o労務

。労務組織と担当者

@採用入職方法

昇進，異動

a 作業条件

@服務規律

・苦情処理手続

.給与

・労働関係

の経来従

出所:環境情報科学センタ一環境影響評価制度研究班編

:環境影響評価資料集p43
出所;中小企業庁編診断要領等例規集，

社団法人 中小企業診断協会 p88
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従来の経営診断項目

。工場団地診断の場合

・立地条件

・用地

-気候災害

・鉄道港湾

.道路

・電信電話

・上下水道

.電力

・労働力需給

・厚生施設

・公共機関

・集団化の経済構造

・集団化企業業種と一

般当該業界との関係

.地域産業と集団化企

業業種との関係

・集団化企業の実態

.経営実態

・集団化への協調性

.集団化目標の設定

・事業協同組合の実態

.集団化の性格

・集団化基本計画

・集団化総合計蘭

・建設計画

-団地レイアウト

・事業化共同組合の経営

計画

・組合の組織

・事業運営

・共同事業の計画

・設備計画

・資金計画

・要員計画

.利益計画

・集団化企業経営計画

-販売計画

・生産計薗

.設備計画

・要員計画

.資金計画

・利益計画

-事業協同組合

・土地造成

・工場及共同施設配置

等

・施設設計

・工場設計

-共同施設建設

・関連施設建設

.集団化企業

・工場建設設計

.工場設計

・機械設備配置

.工場移転

・経済的立地的環境変化

・集団化企業業種の動

向

-立地条件の変化

・集団化の経緯形成

・用地の運営目標方針

.団地運営と指導体制

.経営環境の変化

・経営実態

-管理水準

・経営成果

-設備の近代化

・返済財源

・生産能力増大

・合理化達成状況

.資金状況

・団地運営

出所:中小企業庁編診断要領等例規集，

社団法人 中小企業診断協会 p463 

環境影響評価項目

。環境保全計画と環境影響

予測

1.開発計画の概要

2.土地利用計画

・全体計画

.工業区画

・住居商業区画

・農業，畜産業等区画

・港湾，海岸及び河川

3.工場立地計画

・基幹産業

・中小企業

4.交通計画

・陸上交通

.海上交通

・その他の交通

5.利水計画等

・用水計画

・漁業等利用計画

6.自然的環境保全計画

7.廃棄物，下水道等計画

・廃棄物

-下水道等

・油濁防止施設

8.その他の開発計商におい

て特に留意した事項

9.隣接域又は地域内の汚染

物質削減計画等

10環境大気予測

・発生源情報

・気象条件

-大気質の予測

11環境水質の予測

・発生源等情報

・水象条件

-水質の予測

12騒音等予測

13今後の環境保全対策

。総合評価

出所:環境情報科学センタ一環境影響評価制度研究班編

環境影響評価資料集 p43 




